
 

次の公告認定対象区域において、建築基準法第８６条の２第１項の規定に基

づく認定をしましたので、同条第６項の規定に基づき公告します。 

 その関係図書は、京都市都市計画局建築指導部建築指導課において、一般の

縦覧に供します。 

  令和５年１月２７日 

京都市長 門川 大作   

 

１ 認定に関する事項 

公告認定対象区域 認定番号 認定年月日 

京都市左京区田中馬場町１番５、１番

１６、１番１７、１番２９、１番３１、

１番３２、４番、４番１から４番７ま

で、５番４から５番７まで、６番２、

６番３、６番５、６番６、６番１４の

一部、６番１５の一部、６番１８の一

部、６番１９から６番２６まで、６番

３０、７番６、７番８、７番９、８番

２から８番４まで、８番６、８番８、

８番１７、８番２０から８番２２ま

で、８番２４から８番２８まで、８番

３０から８番５８まで、９番、９番１

から９番３まで、１０番、１１番１、

１２番１、１２番２、１５番、１６番、

１６番１から１６番２７まで、１７

番、１８番、１８番１、１８番１の１、

１８番２から１８番７まで、１９番か

ら２２番まで、２２番１、２３番、２

４番、２４番１、２５番から２８番ま

で、２８番１、２９番、２９番１、３

０番、３０番１、３１番、３１番１、 
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３２番、３２番１、３３番、３４番１、

３４番２、３５番、３６番、３６番１

から３６番４まで、３７番から３９番

まで、４０番１、４０番２、４０番４、

４０番５、４１番、４１番１、４２番、

４４番、４４番１、４５番、４６番１

から４６番５まで、４７番から５０番

まで、５０番１から５０番３まで、５

１番、５１番１、５２番、５２番１か

ら５２番４まで、５３番から５６番ま

で、５６番１、５７番、５９番から６

２番まで、６３番１、６３番２、６４

番から６６番まで、６７番１から６７

番３まで、６８番から７１番まで、７

２番１、７２番２、７３番、７４番、

７４番１、７５番、７６番１、７７番、

７７番１、７８番、７８番１、７９番、

８０番、８０番１、８１番、８１番１、

８２番から８４番まで、８４番２、８

５番１から８５番３まで、８６番、８

６番１、８７番、８７番１、８８番、

８８番１、８９番、８９番１、９０番、

９１番、９１番１、９２番、９３番、

９３番１、９４番、９５番、９５番１、

９６番、９６番１、９６番２、９７番、

９８番１、９８番２、９９番、９９番

１、９９番２、１００番から１０３番

まで、１０４番１、１０４番２、１０

５番から１１１番まで、１１１番１、

１１２番から１１６番まで、１１７番 

  



 

１、１１７番２、１１８番から１２２

番まで、１２２番１、１２３番、１２

３番１、１２４番、１２５番、１２５

番１、１２６番、１２６番１から１２

６番３まで、１３０番、１３０番１、

１３１番、１３１番１、１３１番３、

１３２番から１３７番まで、１３７番

１から１３７番３まで、１３８番から

１４１番まで、１４４番１、１４４番

３、１４４番４、１４５番、１４８番、

１４９番、１５１番、１５１番２、１

５１番２２、１５１番２６から１５１

番２９まで、１５２番及び１５３番、

田中玄京町７９番から８７番まで、９

０番、９１番、１０１番から１０６番

まで、１０６番１、１０６番３から１

０６番７まで、１０７番から１４７番

まで、１４８番１から１４８番３ま

で、１４９番から１５１番まで、１５

２番１、１５２番２、１５３番から１

５６番まで、１７１番から１７５番ま

で、１７６番１、１７６番２及び１７

７番から１８０番まで並びに田中上

柳町３３番、３３番１及び３４番の一

部 

  

 

２ 縦覧期間 

京都市の休日を定める条例第１条に定める本市の休日を除く日の午前８時

４５分から午後５時３０分まで(ただし、正午から午後１時までは除く。) 

（都市計画局建築指導部建築指導課） 


